[bookmark: _GoBack]建築物・建築設備・防火設備　定期調査報告

　　下記の建築物について建築基準法第12条に定める定期調査をおこない、添付書類及び調査内容に不足・不備がないため報告します。

建築物名：【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

調査者・報告者　【資格】　一級建築士　二級建築士
建築物調査員　建築設備等検査員
【氏名】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
	確認項目
	問題なければチェック

	定期報告書（2部）に必要な書類は添付している
	□

	　　　定期調査報告概要書（1部で可）
	□

	　　　調査結果表（建築物）・検査結果表（建築設備・防火設備）
	□

	　　　調査結果図
	□

	　　　要是正部分（既存不適格部分を除く）の写真
	□

	定期報告書に記載漏れはない
	□

	定期報告書の要是正部分の改善予定は「有」・改善（予定）年月は記載している
	□

	定期報告書概要書に記載漏れはない
	□

	調査結果表（建築物）・検査結果表（建築設備・防火設備）に記載漏れはない
	□

	調査結果表（建築物）・検査結果表（建築設備・防火設備）の内容は
現地でチェックしており、対象ではない部分は斜線を引いている
	□

	調査結果表（建築物）・検査結果表（建築設備・防火設備）の
要是正部分（既存不適格部分を除く）はすべて改善（予定）年月を記載している
	□

	検査結果表（建築設備・防火設備）には各測定表、記録表等別表が
添付している
	□

	調査結果図には要是正箇所をすべて表記している
	□

	要是正部分（既存不適格部分を除く）の写真はすべて添付している
	□
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